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本日の御議論

• 系統用蓄電池を中心に接続検討や契約申込みが増加しているところ、迅速な系統アクセス手

続きの実現に向け、発電等設備の系統アクセス手続きにおける規律強化について議論を進め

てきた。

• 前回の本ワーキンググループでは、円滑な接続検討を実現するための取組として、接続検討

申込み時の土地に関する書類提出の要件化および接続検討数の上限設定について議論した。

• 今回は、①土地に関する書類提出の要件化についてさらに詳細をご議論いただくとともに、

②接続検討に資する情報公開と、③契約申込みにおける空押さえへの対応についてもご議論

いただきたい。
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（参考）系統用蓄電池の迅速な系統連系に向けた規律強化について

• 第3回次世代電力系統ワーキンググループ（2025年6月27日）において、接続検討・契約申込みそれぞれのプロセスについ

て、系統用蓄電池の迅速な系統連系に向けた規律強化の検討を進めることとした。

• 2024年度に一般送配電事業者等が受付を行った接続検討※1は、全体で14,276件（2023年度の6,725件から倍増）であり、

系統用蓄電池は9,544件（2023年度の1,599件で約6倍）となっている。2025年度においても同様に推移することが見込

まれており、接続検討数の高止まりが続いている状況。

• 接続検討が増加すると、一般送配電事業者による受付等に時間を要することから系統用蓄電池に限らずすべての発電等設備

において、系統アクセス手続きが遅れ、系統連系まで時間を要することになる。

• 上記を踏まえ、本日は迅速な系統アクセス手続きの実現に向けた取組について、御議論頂きたい。
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の
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4,800
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1,755
2,241

785 854 1,077
1,423

1,780
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※1：500kW以上の発電等設備を集計
※2：ヒストグラム上部の数値は接続検討の受付総数であるが、複数電源種の申込もあるため電源種別毎の数値の合計とは一致しない。また、2021年度以前の蓄電池の件数は、その他の件数に含まれる。

※2

（出所）電力広域的運営推進機関「発電設備等系統アクセス業務に係る情報の取りまとめ（2024年度の受付・回答分）」ほかを基に事務局で集計
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（参考）対応① 発電等設備の系統アクセス手続きにおける規律強化

• 系統用蓄電池においては、発電等設備の系統アクセス手続きとして、接続検討と契約申込みの二つのプロセス※1がある。

• 接続検討は事業性評価のために重要な手続であるものの、多数の接続検討申込みが行われることにより、一般送配電事

業者による受付等に時間を要し、系統用蓄電池の系統アクセス手続きの長期化につながっている。こうした事態を防ぐ

ためには、事業確度の低い接続検討を減らしていくための取組が必要となる。

• また、契約申込においては、事業確度が低いにも関わらず、長期間にわたり連系予約を維持（空押さえ）する案件が見

受けられる。こうした状況に対し、事業確度の高い系統用蓄電池が迅速に系統接続できるよう、空押さえの防止に向け

た取組も必要である。

• これらを踏まえ、接続検討・契約申込みそれぞれのプロセスにおいて、系統用蓄電池の迅速な系統連系に向けた規律強

化について検討を進めることとしてはどうか。また、この検討については、実態を踏まえつつ、系統用蓄電池に対象を

限らない形で行うこととしてはどうか。
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⇒案件確度の低い接続検討の低減

契約申込み

※１：事前相談は任意である。また、低圧においては接続検討は不要。

接続検討

⇒空押さえの防止
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①接続検討申込み時の土地に関する書類提出の要件化

• 第4回次世代電力系統ワーキンググループ（2025年9月24日）において、迅速な系統アクセス手続きを実現するため

の対策の一つとして、接続検討申込み時に事業用地に関する調査結果や登記簿等の提出を求めることとした。

• 本要件の対象は、系統用蓄電池に限らず、接続検討が必要となる全ての新設発電等設備とすることとしてはどうか。

• また、接続検討申込書の記載事項として、発電等設備の設置場所※における登記簿等の確認結果、所有者名、対応状

況等が記載された書類提出を求めることとしてはどうか。

※対象範囲は発電等設備の設置を検討している土地全体（発電設備と受電設備等の設置場所が異なる場合は、受電設備等の設置場所も調査の対象）

• 2026年1月以降に接続検討申込み及び契約申込みの受付を行う案件から本要件の適用を開始することとしてはどう

か。

接続検討申込書の記載事項（イメージ）
※１ 国や自治体の所有の土地の場合は、その名称をご記載ください。
※２ 現地確認状況や地権者との交渉予定等について、ご記載ください。
※３ 制約土地ではないこと（連系可能な土地であること）を証明する書類（所

有者の同意書、土地の購入契約書、土地の借用契約書、土地の権原があ
ることを証する書類、自治体などの使用許可証など）がある場合は、ご提出
（任意）ください。 なお、書類の提出は任意となりますが、必要に応じて一般
送配電事業者等から提出を求めることがあります。

（留意事項）
・下記に記載いただく住所は、様式１の「発電設備等設置場所」と整合を図ってくだ
さい。なお、発電設備と受電設備の設置場所が異なる場合は、いずれの設置場
所も調査の対象となります。

・記載内容について、虚偽が判明した場合は、申込は無効となる場合があります。

No 住所
確認
結果

地目
所有者名
※１

対応状況
※２

添付書類の有無
※３

１
〇県□市〇〇町１－１－
１、4、５、６、11、12、13

■民地
□官地
□その他

田 ▲▲ 太郎
接続検討申込みを行うことを地権者に了
解を得ている

有
（地権者の同意書）

２
〇県□市〇〇町１－１－
２、20、21

■民地
□官地
□その他

宅地 ▲▲ 花子 地権者と●頃に協議予定 無

３
〇県□市〇〇町１－１－
３

□民地
■官地
□その他

公園 〇〇市
〇〇市に発電設備等を設置できることを
確認している

有
（土地利用に関する確認結果）

4
〇県□市〇〇町１－２－
４

■民地
□官地
□その他

山林 不明
所有者特定に向け、●頃に弁護士相談
予定

無

・
・
・

20
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（参考）①接続検討申込み時の土地に関する書類提出の要件化

• 現在、系統用蓄電池を中心に、接続検討が急増している。増加している接続検討について分析を行ったところ、防災

公園などの公共的な土地、既に別の建物が建設中の土地や住居以外が建設できない土地など、事実上事業の実施が不

可能と思われる土地での接続検討が行われている事例があった。

• 接続検討は発電等設備の設置を検討している事業者がその事業性を判断するために必要なプロセスである。そのため、

接続検討申込み時に、発電等設備の設置場所の使用権原等があることを要件として求めることは難しい。一方で、事

業確度が低い案件による申込みが接続検討の急増の一要因となっている現状を踏まえれば、接続検討申込み時に一定

の事業確度を求めることが必要ではないか。

• こうした観点から、接続検討申込み時に、事業用地に関する調査結果や登記簿等※の提出を求めることとし、可能な

限り早期の実現に向け、具体的な提出要件の検討を進めることとしてはどうか。

広域機関HP「発電設備等に関する系統アクセスの流れ」より抜粋

調査結果等の提出

※登記簿は申込者の名義になっている必要はない。また、登記簿の取得ができない場合については、別方法で確認結果の提出を求めることとする。

第4回次世代電力系統WG（2025年9月24日）資料4
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②接続検討に資する情報公開
• 円滑な接続検討の実現においては、接続検討申込みにおける規律を強化するだけでなく、事業者が接続検討申込みを行う前に、申込

み地点に関する精査に資する情報公開を進めることも重要。

• これまで発電等設備の設置場所の検討に資する情報として、発電側については空き容量（予想潮流）マップや潮流実績等の情報公開

を進めてきた。他方、系統用蓄電池においては、発電側のみならず充電側（順潮流側）での評価を行う必要がある。

• これまで大規模需要への対応を念頭に送電線や変圧器の順潮流側空き容量等をウェルカムゾーンマップで公開してきたところ、系統

用蓄電池においても、これらの情報を参考に充電側の評価が可能となっている。

• 上記の対応を踏まえつつ、系統用蓄電池の接続検討に資する情報公開として、ウェルカムゾーンマップの拡充や系統用蓄電池の接続

検討に関する回答状況を簡易的に示す等の対応について、各一般送配電事業者で検討を進めることとしてはどうか。そのうえで、系

統用蓄電池の接続検討に資する情報公開について、接続検討および契約申込み等の状況を踏まえつつ、引き続き検討を深めることと

してはどうか。

出所：中部電力パワーグリッド「中部地方のウェルカムゾーンマップ」
出所：東北電力ネットワーク「系統用蓄電地申込みにおける接続検討に関す
る回答状況（１５４ｋＶ以上の系統増強工事の要否）について」

実施済みの情報公開の事例
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③契約申込みにおける土地取得の要件化

• 接続検討申込み時の土地に関する書類提出の要件化として、事業用地に関する調査結果の提出を求めることとした。

• 他方、現状の契約申込みのプロセスでは、事業用地における使用権原の確認は行われていない。そのため、事業用地の確保をしてい

ないにも関わらず接続の権利（契約）だけを確保する事例が見受けられる。

• FIT/FIP制度においては、事業確度を確認する観点から、認定時において使用権原を証する書類の提出が原則求められている。また、

諸外国においても、発電事業の準備が進められている案件を優遇する観点から、系統アクセス手続きにおける使用権原の確保の要件

化が進められているところ。

• これらの状況を踏まえ、契約申込みのプロセスにおいて、事業用地における使用権原を証する書類の提出を系統接続に係る契約の要

件とすることとしてはどうか。その上で、使用権原の取得が確認できない場合は、申込みを取り下げ扱いとする方針としてはどうか。

• なお、他制度との整合性を踏まえた対象電源の範囲や使用権原を証する書類の提出を求めるタイミング、適用開始時期等の詳細につ

いては、引き続き検討を進める。

広域機関HP「発電設備等に関する系統アクセスの流れ」より抜粋

調査結果等の提出

事業用地の使用権原の取得要件化

調査結果等の提出



9

（参考）権益等取得要件に関する諸外国の事例
（出所）令和６年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業
出力制御対策に資する蓄電池等分散型エネルギーリソースの活用に向けた調査事業 報告書

第3回次世代電力系統ワーキンググループ（2025年6月27日）資料4
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（参考）権益等取得要件に関する諸外国の事例
（出所）令和６年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業
出力制御対策に資する蓄電池等分散型エネルギーリソースの活用に向けた調査事業 報告書
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契約申込みにおける空押さえへの対応の方向性

• 今回、土地の使用権原を取得していない場合で、契約申込みを行う案件への対応策として、契約申込みにおける使用

権原の取得要件化をお示しした。

• 他方、複数の蓄電池事業者へヒアリングした結果、土地を確保したうえで、契約申込みを行い、土地と系統接続の権

利（契約）をセットにしたうえで、自社では蓄電池の設置・運用をせず、他社への売却を前提とするビジネスモデル

の事業者が一定数存在している模様。

• このようなビジネスが存在することで、発電等設備の設置を検討する事業者にとって効率的に事業開始が可能となる

といった側面があるものの、発電等設備が連系されない場合、長期間にわたり系統容量が確保されることで、結果的

に自ら発電等設備の設置を検討している事業者の迅速な系統連系の妨げとなる可能性がある。

• これらは現行の系統アクセス手続きの規程に則り申込みが行われていることから、当該ビジネスモデルによる申込み

案件を定量的に把握することは困難だが、仮に空押さえの主要因となるなどの問題がある場合には、対策を検討して

いく必要があるのではないか。

• 2019年頃、空押さえへの対策として、容量確保時の保証金や容量開放ルールの標準化・明確化が行われたところ、

これをより強化していくことを検討してはどうか。
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（参考）系統容量の空押さえに対する方策について

第38回広域系統整備委員会（2019年1月25日）資料1-(2)
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